
遊漁船業務主任者に対する海難防止
講習を実施しました。

（平成３１年４月１７日）

福井県沿岸での海難発生状況、海難事例、

非常投浮（※）及び救命胴衣の取扱方法などを説

明し、遊漁船の事故防止啓発を行いました。
※非常投浮とは浮子（あば）と呼ばれる漁具にロープを付け、
海中転落者に向け投げ入れ、掴まらせてたぐり寄せるものです。

非常投浮 救命胴衣の取扱い


